
令和６年度　こでまり保育園安全計画

◎安全点検

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

重点点検箇所

○ヒヤリハットマップによる

　危険個所・危険な遊び・保育

　方法等安全確認

○遠足、散歩コース安全確認

○避難確保計画に沿って水害・

　台風時の避難所・避難経路

　確認

○保育参観前、施設・駐車場

　周り安全点検

○プールデッキ安全点検

○草刈り（虫対策）

○夏祭り前、施設、園庭

（お御輿担ぎコース）、

　及び駐車場周り安全点検

○プールデッキ安全点検

○草刈り（虫対策）

○プールデッキ安全点検

○草刈り（虫対策）

○祖父母の集い前、施設・

　駐車場周り安全点検

○草刈り（虫対策）

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

重点点検箇所

○運動会前、園庭・

　農業公園及び駐車場

　周り安全点検

○草刈り（虫対策）

○保育参観前、施設・

　駐車場周り安全点検

○生活発表会前、施設・

　駐車場周り安全点検

○降雪時、施設・駐車場

　周り安全点検

○凧揚げ大会前、園庭・

　農業公園安全点検

○保育参観前、施設・駐車場

　周り安全点検

○マラソン大会前、園庭・

　農業公園安全点検

○卒園式・入園式前、

　施設・駐車場周り

　安全点検

（通年）園舎改築工事にあたり、定期的に設計管理事務所、及び建設会社と打ち合わせを行ないながら、安全確保に取り組んでいく。

前年度分を見直し実施 見直し（再点検）予定時期

令和５年４月１日（新規) 随時、必要に応じて行う

令和５年４月１日（新規) 随時、必要に応じて行う

（１）施設・設備・園外環境の安全点検　　※遊具点検、保育室点検を月2回実施　　※害虫発生時は即日対応（仁田原宝徳園に連絡・依頼）

（２）マニュアルの策定・共有

分野 掲示・管理場所

緊急対応マニュアル（既存）

　□　食事

　□　プール・水遊び

事故防止及び事故対応マニュアル 職員室及び各クラス

　□　園外活動

　□　午睡

不審者対応マニュアル（既存） 職員室

　□　園内活動

　□　降雪（※必要に応じ策定）

職員室

※事故防止及び事故対応マニュアルに含む

※事故防止及び事故対応マニュアルに含む

災害時マニュアル（既存）

119番対応時マニュアル（既存）



令和６年度　こでまり保育園安全計画

◎児童・保護者に対する安全指導等

乳児・1歳以

上3歳未満児

3歳以上児

説明・共有

内容等

7～9月

（１）児童への安全指導（保育所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等）

（２）保護者への説明・共有

1～３月

○地震、火災避難訓練

7～9月 1～３月

○地震、火災避難訓練○不審者対応、火災避難訓練

○プール・水遊び安全指導

○熱中症予防（水分補給）

○不審者対応、火災避難訓練

4～6月

10～12月

4～6月 7～9月 10～12月

○火災、地震、水害避難訓練

○散歩コース安全指導

○避難車安全指導

○園内及び園庭使用安全指導

○食事・衛生に関する安全指導

○不審者対応、火災避難訓練

○プール・水遊び安全指導

○熱中症予防（水分補給）

○不審者対応、火災避難訓練

10～12月

○火災、地震、水害避難訓練

○散歩・なかよし遠足コース安全指導

○道路の歩き方・横断歩道の渡り方指導

○園内及び運動場使用安全指導

○食事・衛生に関する安全指導

（通年）園舎改築工事に伴う、園利用者の安全に関する連絡事項については文書等で説明しながら、理解していただけるようにする。

1～３月

○子どもの発達について

　（全体的な計画・クラス懇談会）

○緊急連絡先の確認

○モバイルメール登録依頼、テスト配信

○園便り・クラス便り・保健便り・

　給食便り等で説明・啓発・共有

○行事の際にも直接、説明・啓発・共有

○水害や台風発生時の対応について

（園だより、掲示、モバイルメール）

○熱中症や海・川などでの水遊びでの

　注意喚起（各お便り）

○流行感染症への注意喚起

（各種お便り、掲示）

○行事の際にも直接、説明・啓発・共有

○水害や台風発生時の対応について

（園だより、掲示、モバイルメール）

○流行感染症への注意喚起

（各種おたより、掲示）

○行事の際にも直接、説明・啓発・共有

○流行感染症への注意喚起

（各種お便り、掲示）

○行事の際にも直接、説明・啓発・共有

4～6月
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◎訓練・研修

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

※避難訓練に関しては、こでまり保育園「避難訓練計画」に沿って実施する。

月

訓練内容

その他（※2）

※１「避難訓練等」…設備運営基準第６条第２項の規定に基づき毎月１回以上実施する避難及び消火に対する訓練

※２「その他」    …「避難訓練等」以外の119番通報、緊急対応（心肺蘇生、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等））、不審者対応等

参加予定者

（２）訓練の参加予定者　　

（１）訓練のテーマ・取組

避難訓練等（※1）

その他（※2）

月

避難訓練等（※1）



令和６年度　こでまり保育園安全計画

・保育室など安全性に配慮した環境整備

・アレルギー児の把握や対応について

・散歩コースの危険箇所の把握

・感染症の予防や対策、対応について

・安全な水遊びの環境整備、対応について

・熱中症の予防と対応について

・感染症の予防や対策、対応について ・感染症の予防や対策、対応について

7～9月4～6月 10～12月

（３）職員への研修・講習（園内）

1～３月

○朝９時半の時点で出欠連絡がない家庭の把握と電話確認の徹底

○園外行事（散歩・遠足・夏祭りみこし担ぎ・運動会・凧あげ大会・マラソン大会など）は適正な職員配置のもと、事前に下見を行い、

　安全に配慮して計画、実施する。

○地域の行事（ひばり園運動会・屏水フェスタ・耳納文化祭など）に参加する際には、安全な集合・安全な参加方法・

　安全な解散の仕方について、地域の関係者の方と事前に打ち合わせる。

（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール

○行政等が実施する研修等の情報を収集し、計画的に取り組む。

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等）

○ヒヤリハット事例については、その都度、職員間で共有し、ミーティングや職員会議においても、再確認する。

○ヒヤリハット及び事故報告書ファイルに、事例・事例についての分析と対策を記録し、職員間での共有及び周知徹底を図る。

◎その他の安全確保に向けた取組（登降園管理や地域住民や地域の関係者と連携した取組等）


